
¹保谷庁舎敷地活用基本方針：保谷庁舎を解体した後の敷地活用において、市が公民連携事業

に求める機能等の基本的な考え方を示したもの。 
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保谷庁舎敷地活用に関するサウンディング調査実施要領 

 

１ 概要 

 （１）背景・目的 

  西東京市（以下「市」という。）は、平成 13年の合併以降、田無・保谷両庁舎

を活用した市政運営を行ってきましたが、保谷庁舎については、老朽化と耐震 

対応に課題があったため、田無第二庁舎を整備した上で、保谷庁舎機能を田無・

保谷庁舎敷地に再配置し、解体しました。 

保谷庁舎解体後の敷地活用については、令和元年 10 月に「保谷庁舎敷地活用

基本方針¹（以下「基本方針」という。）」を策定し、令和２年度から公民連携事業

を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、事業

を休止しているところです。 

保谷庁舎解体後、現在は、保谷庁舎敷地を一時的に広場として開放していると

ころですが、庁舎統合方針の見直し（令和５年７月）に伴い、暫定活用期間等の 

諸条件を踏まえ、改めて敷地活用事業の検討を進めていきたいと考えています。 

このようなことから、民間事業者の皆様から敷地活用に関するご意見、ご提案

をいただき、“対話”を通して、公民連携事業の実現性、事業者募集の際の条件 

整理のほか、様々な可能性を検討・整理するため、サウンディング調査を実施  

するものです。 

 

 （２）保谷庁舎敷地の基本情報 

項 目 内 容 

所 在 地 西東京市中町一丁目５番１号 

敷 地 面 積 
全体 22,751㎡のうち、約 4,000㎡を対象地とする。 

（建築基準法第 86条の一団地形成） 

用 途 地 域 第２種住居地域（調布保谷線から 30ｍは準住居地域） 

建 蔽 率 60％ 

容 積 率 200％ 

高 度 地 区 第２種高度地区 

防火・準防火地域 準防火地域 

ア ク セ ス 

西武池袋線保谷駅南口から徒歩15 分  

路線バス(西武バス・関東バス)「保谷庁舎」下車徒歩１分 

西東京市コミュニティバス（はなバス）「西東京市役所保谷庁舎」

下車徒歩１分 

敷地内存置施設 

防災センター・保谷保健福祉総合センター 

保谷南分庁舎 

タクトホームこもれび GRAFAREホール（保谷こもれびホール） 

スポーツセンター 

立体駐車場 

 ※保谷庁舎敷地概要図については、別紙１参照



²「子どもが『ど真ん中』のまちづくり」:子どもが気軽に相談できる環境づくりや、子どもが

安心して過ごし、遊び、学び、活動できる居場所づくり等 
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２ 敷地活用の考え方 

 （１）基本的な考え方 

市では、庁舎統合方針の見直し（令和５年７月）において、令和 30 年度を   

目途に「庁舎統合」の実現を目指しており、今後、統合庁舎の位置を検討・決定

するため、対象地は原則として暫定的な活用（約 18年間）を想定しています。 

また、活用にあたっては、行政需要等を踏まえた市の要望する活用用途を考慮

していただいた上で、事業を展開していただきたいと考えています。 

今回の調査では、民間事業者が持つノウハウや創意工夫による、実現可能な 

事業スキーム等を検討するために、敷地活用のアイデアを求めるものです。 

 

 

（２）活用用途 

   市が、まちづくりの理念として掲げる要素の一部を以下に記載していますので、

これらの活用用途を考慮した事業提案をお願いします。 

   ※下記①及び②の活用用途については、必ず取り入れた提案としてください。 

    

   ① 子どもの居場所の創出 

    市が掲げる「子どもが『ど真ん中』のまちづくり」²の施策推進に繋がるよ

うな子どもが健やかに育つための居場所や遊び場等の環境整備 

 

② 賑わいの創出 

民間ならではの独自性や創意工夫のある事業内容による全世代が集える賑

わいの創出 

 

   ③ 環境配慮 

次世代により良い環境を残していけるよう、環境へ配慮をした事業 

 

④ 地域貢献 

地元企業や地域団体等の参画による地域コミュニティ形成 

 

⑤ 防災対策 

発災時の災害応急対策等への協力・支援 

 

 

（３）想定する活用期間 

   令和８年度から令和 25年度までの約 18年間（整備・解体期間を含む。） 

 

 

（４）活用にあたっての注意事項 

    対象地は、タクトホームこもれび GRAFAREホール（保谷こもれびホール）敷地、

スポーツセンター敷地と一団地を形成しています。一団地を形成しているため、

事業検討に当たりましては、一団地の条件を留意いただく必要があります。 
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３ 対話内容 

「１ 概要」及び「２ 敷地活用の考え方」を踏まえた対象地の評価及び実現可能  

な敷地活用の事業内容等について、今後の活用事業に係る検討や事業者募集の条件 

整理等に活用させていただきますので、ご意見・ご提案をお聴かせください。 

 

（１）対象地における実現可能な敷地活用の事業内容、アイデア等 

    民間事業者の皆様が実施できる敷地活用の事業内容等をご提案いただきたい

と考えています。また、民間事業者による事業実施が困難と考えられる場合は、

市が実施する事業アイデア等をご提案いただきたいと考えています。 

 

（２）市が想定する事業スキーム、概算事業費、実施条件等 

   市が対象地を有償で貸付し、事業者が施設を設計・整備する事業スキームを想

定していますが、ご提案いただく敷地活用事業において、想定する事業スキーム

等が他にあればお教えください。併せて事業の概算費用をお聞かせください。ま

た、敷地活用を実施するにあたり、市に求める条件等があれば、お聴かせくださ

い。 

 

（３）想定スケジュール（案） 

    現在の想定スケジュールは、概ね以下のとおりを想定していますが、事業実施

に当たり、ご意見等があればお聴かせください。 

   【令和６年度】 

    ・サウンディング調査の実施  （６～７月頃） 

    ・必要に応じて追加対話の実施 （７～８月頃） 

    ・サウンディング調査結果の公表（９～10月頃） 

    ・基本方針の改定作業等    （令和６年度下半期） 

 

   【令和７年度】 

    ・敷地活用に係る事業者公募・選定 

   

   【令和８年度】 

    ・事業開始（施設整備） 

    ※今後、事業の検討状況によっては、予定が変更になる可能性があります。 

 

 

４ サウンディング調査の実施について 

 （１）サウンディング調査の対象者 

    サウンディング調査に参加することができる事業者は、敷地活用の実施主体と

なる意向を有する法人（法人グループ）又は、当該事業全般若しくは一部につい

てのサポートを行う法人（法人グループ）を対象とします。 

ただし、西東京市暴力団排除条例（平成 24年西東京市条例第 20号）第２条第

１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定す

る暴力団関係者に該当する場合には、参加を認めないこととします。 
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 （２）サウンディング調査の流れ 

 
 

５ お問合せ先 

  西東京市企画部公共施設マネジメント課 

  西東京市役所（田無庁舎３階）〒188-8666 西東京市南町五丁目６番 13号 

  TEL：042-420-2800 

  E-mail：manage@city.nishitokyo.lg.jp 

mailto:manage@city.nishitokyo.lg.jp

